
車両制限令
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(注) 路潤の幅員が明らかでない道路または路肩の幅員の合計が 1m

未満(トンネル等では O.5m 未満)の道路については，道路各側

O.5m ( トンネル等では O.25m) を路間部分とみなす.

l 内容

(1) 一般的制限

道路を通行する車両は傾 2， 5m 以下， 長さ 12m 以下，高さ

3， 5 m 以下，総重量 20 t 以下，軸重 10t 以下，輪荷重 5 t 以下お

よび最小回転半径がその最外側のわだちについて 12m 以下で

なければならなL 、(第 3 条 ・ 6 条 ・ 8 条) と な っており ， 道路運

送車両の保安活準と同じであるが，車j11ljの帆 ・ 長さおよびIt'í さ

については，制限の::M効性を確保するため L人が乗車し ， 又は

貨物が積載されている場合にあっては，その状態におけるもの1

である点が異なっている。このような基準をこえる特殊な車阿

や貨物を積載した場合には，基準をこえることとなる車両につ

いては， 車両の使用目的による車体の併記jまたは積載する貨物

の特殊性によりやむをえないと道路管理者が認定し，かっ迅!転

経路， 運転時間の指定等道路管理者が付した条件に従っ て通行

する場合に限り，幅・長さ・重量等にIJtIするそれぞれの法準に

適合するものとみなすこととしている(第 14 条)。

(2) 阪の制限

車両の中高について ， 一般的制限のほか表に 示すとおり道路

の幅に応じた制限を設けており ， この政令の中で n動車の運行

に最も大きな影響のある規定である(第 4 条・ 5 条) 。 この制の

~Iill限の基本(ÝJな考え方は，道路を市街地|垣 威内道路と ìtiiJi l1!l 1三

域外道路に，さらにíÌÍi者については，駅前・繁華街等の指定道

路とその他の一般市街地道路に分け，それぞれの道路に応じて，

道路の総幅員から歩行者の通行のためのものとして，歩道部分

または路肩もしくは路肩相当部分等の歩行余裕 ffi\分を引き，さ

らに一方通行のもの，または道路管理 -/[jが i'I動車の交通量がき

わめて少ないと認めて指定したもの以外の道路については，車

両すれ違い余裕部分をヲ I l 、 てその道路を通行することのできる

車両を逆算しようとするものである。この場合市街地医域と区

域外の氏分は道路管耳記者が認定するのであるが，大田喜市街地区

域とは道路の ~llj側に相当広範聞にわたって人家が辿たんし，歩

行者の多い地域をし、う。

このような闘の制限に対して，道路の政鼠， 道路工事，交通

し々りょうた

停滞等のために車両の通行に支障のある場合に，道路管理者が

交通の円滑をはかるためやむをえないと認めて他の道路を指定

したときは，当該他の道路を通行する車両には，帽の制限に関

する規定は適用 されない(第 13 条) 。

(3) 総重量 ・ 軸重量および輪荷重の制限

一般的制限に加えて，簡易舗装道路 ・ 高架の道路等について

は，道路管理者は車両の総重量 ・軸重・輸荷重の限度を定める

ことができる(第 7 条)。

(4) 路肩通行の制限

歩道のない道路では， 自動車はその車輸が路肩および路肩相

当部分には，はみ出しではならなし、(第 10 条)。

(5) 通行方法の制限

道路法第 46 条第 2 項または (3)により車両の総重量等の制限

が定められている道路について， 道路管理者は， さらに通行方

法を制限するこ とができる(第 11 条) 。

(6) 特例

道路交通法第 39 条第 1 項に規定する緊急自動車等について

は，重量制限関係の規定を除き，この政令の規定は適用され

ない(第 15 条)。また経過措置として，この政令公布の際，現

に道路運送法第 4 条第 l 項の規定による免許を受けている路線

パスについては，直ちに適用することは国民の日常生活に重大

な影響を与えるので，その後に事業:; 1 画変更の認可を受けて 自

動車を大型化する場合を除き， 重量制限関係の規定を除くこの

政令の規定は昭和 41 ・ 7 ・ 31までの間適用きれな L、(附則第 3 項)。

2 違反に対する措置

この政令の基準違反に対しては，直接罰則の適用はない。道

路管理者が政令の基準をこえて車両を通行させている者に対し，

通行の中止，総lI!盆の軽減， 徐行その他通行方法について道路

の情造の保全または交通の危険防止のための必要な措置を命じ

(道路法第 47 条第 2 項)たが，この命令に違反した場合(同法第

103 条第 l 項) ， あ るいは，路線パス・路線トラック等の事業者

や反覆して同一道路に車両を通行させる者の車両が政令の基準

に違反することとなるとき，これらの者に対し ， 路面の補強，

待避所の設置等道路に限l し，必要な措位をすることを命じ (同法

第 47 条第 3 項)たが，その命令に違反した場合(同広一第 103 条

第 2 項)に部i則が適用されることとなる。 (絞井晴也)

し々りょうたんいのいたくはんばい 車両単位の委託

販売 スキー列車・観光地内け列車等の旅客列車のうちから

乗車効率の比較的低い旅客列車を選定し，国鉄が，一定期間，

当該旅客列車を列車単位または車両単位に，通常の収入を 1:図

る適当な (il目的により，指定同体取扱業者に買い取らせ， 当該業

者にt.'í鋭的な旅行あっ旋ないし誘致活動を行なわせて， 買取り

(曲怖を1:1りl る平 IJi I\\1獲得に努力させようとする趣旨の販売方法を

いう 。凶鉄は通常収入を l二回る収入の滑加，業者は企業努力に

よる利潤獲得とし、う双方の利益をねらった制度である。

川対象旅客列車および対象業者

1:iiI鉄において，次の条件を具備する旅客列車のうちから該当

のものを選定し，指定団体取扱業者からの申込みにより ， これ

を ylW単位または車 [1111単位に販売する。

ア 主としてスキー ・ 登山 ・ 行楽悼の観光客を輸送の対象と

する列車であること。

イ 一定のj開閉を通 じて連日運転する列車であること。

ウ 乗車効率が，週末・休日等の特定の日を除いて，比較的

低く，業者の積極的な旅行あ っ旋ないし誘致活動によって旅客

収入の増加が期待できる列車であること。

(2) 業者に対する販売価絡および販売方法
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